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Gemini 2.0 Flash Thinking 
 
特許分析に基づく技術開発動向分析 
ソフトバンク孫正義会長社長が発明者として出願した 543 件の特許を分析した結果、以下
のような技術開発動向が考えられます。これらの特許は、主に「行動制御システム」に関す
るものであり、その根底には、AI とロボティクスを融合させ、人間と機械のインタラクシ
ョンを高度化するという強い意志が感じられます。 
1. 人間理解と感情認識の深化 

• ユーザー状態と感情の多角的認識: 特許群全体を通して、ユーザの行動、状態、感情
を複合的に認識することに重点が置かれています。具体的には、 

o ユーザの行動（行動パターン、スケジュール、過去の重要行動など） 
o ユーザの感情（好み、精神年齢、ストレス度合い、外国語レベルなど） 
o ユーザの生理状態（体温、心拍数、血圧、睡眠時間など） 
o ユーザの周辺環境（体温、湿度、位置情報、天候、周囲の人数など） 
o 他の電子機器の状態 

といった多岐にわたる情報をセンシングし、統合的に解析しようとしていま
す。 

• 感情推定の高度化: 感情を単に「喜怒哀楽」といった大まかな分類で捉えるのではな
く、その強さや変化、更には他者（ロボット、他ユーザ）の感情との相互作用を考
慮に入れている点も特徴です。特に、体温や発話の抑揚といった身体的指標を感情
判断に反映させる試みは、より精緻な感情推定を目指すものと解釈できます。 

• 文化圏の考慮: ユーザの文化圏を推測し、AI の応答や感情判断に反映させるという
アイデアは、グローバル展開を視野に入れた上で、ユーザに寄り添ったサービス提
供を実現するための重要な要素となり得ると考えられます。 

2. AI による自律的な行動決定とパーソナライズ 
• 行動決定モデルへの注力: 「行動決定モデル」という言葉が頻繁に登場することから、

AI によって自律的に適切な行動を決定させることに重点が置かれていることがわ
かります。特に、対話機能を有する文章生成モデルの活用が目立ち、ユーザの状態
や感情に応じた柔軟な対話や情報提供を目指していることが伺えます。 

• パーソナライズされた提案: 特許の内容からは、ユーザの好み、履歴、スケジュール、
学習レベル、体調、精神年齢、さらには精神年齢や労働問題など、多岐にわたる要
素を考慮したパーソナライズされた提案を AI が行うことが目指されていることが
わかります。この点は、個々のユーザに最適化された「コンシェルジュ」のような
存在を AI で実現しようとする意欲の表れと言えるでしょう。 

• 履歴データと学習: 過去のイベントデータや対話履歴を蓄積し、AI の判断や提案精
度向上に活用する仕組みが組み込まれています。これは、AI が継続的に学習し、よ
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り賢くなることを目指していることを示唆しています。 
3. ロボット/エージェントの高度化 

• 感情表現の多様化: ロボットが単に指示に従うだけでなく、感情を表現することに
重きが置かれています。発話内容、ジェスチャー、表面温度の変化、表面色変化、
更には発話方法（声質、声調）など、様々な手段で感情を表現することで、ユーザ
との共感を深め、より人間らしいコミュニケーションを目指していると考えられま
す。 

• 多様なフォームファクタ: ロボットの形態は、ぬいぐるみ、対話エージェント、自律
走行ロボットなど、多岐にわたります。これは、様々な生活シーンで AI が活用され
る未来を想定していることを示唆しています。 

• 複数のロボット連携: 複数台のロボットが互いに連携して作業したり、情報共有し
たりする仕組みも検討されています。これは、より複雑なタスクをこなすために、
ロボット同士が協調する必要性を認識していることを示しています。 

4. 複合的なニーズへの対応 
• 生活支援: 介護、子育て、健康管理、食の管理、労働問題、外国語学習、ソーシャル

ネットワーキングサービスに関するアドバイスなど、日常生活における様々なニー
ズに対応したシステムが開発されようとしています。 

• エンターテイメント: 音楽鑑賞、美術館/博物館/展覧会への誘い、パーティ、アクテ
ィビティの提案、読み聞かせなど、エンターテイメントや創造活動における AI の活
用も模索されています。 

• ビジネス/教育: ミーティング支援、議事録作成、問題出題、教育支援、労働問題へ
のアドバイスなど、ビジネスや教育分野への AI の適用も視野に入れていることが
窺えます。 

• リスク管理: 詐欺リスク、災害リスク、健康リスク、労働問題リスクなど、様々なリ
スクに対するアラートやアドバイスを AI が行うことが想定されています。 

5. 技術的な特徴 
• 文章生成モデルの活用: 対話機能、文章要約、アドバイス生成、スケジューリング、

問題作成など、幅広いタスクにおいて、文章生成モデルが活用されています。 
• 画像認識と解析: 画像認識は、ユーザの行動認識、感情認識、周辺環境認識、さらに

は競技スペースの状況把握に利用されています。 
• 音声処理: 音声認識、発話内容生成、声紋認証など、音声に関する技術も重要視され

ています。 
• センサの融合: カメラ、マイク、温度センサ、心拍センサ、圧力センサなど、様々な

センサの情報を統合的に利用することで、より多角的かつ正確な状況認識を目指し
ています。 

• エッジコンピューティング: センサから取得した情報を、クラウドではなくローカ
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ルで処理する技術も採用されています。これにより、リアルタイム性が要求される
処理や、プライバシー保護が必要な処理を高速かつ安全に行えるようになります。 

結論 
これらの特許群は、ソフトバンクが AI とロボティクスの融合を基盤として、人間の生活、
仕事、娯楽、教育など、あらゆる側面を AI でサポートすることを目指していることを強く
示唆しています。特に、ユーザの感情や状態を理解し、パーソナライズされたサービスを提
供するという方向性は、今後の技術開発の中心となるでしょう。 
ただし、特許内容だけでは具体的な製品やサービスがどのような形で実現されるかは不明
確です。今後、これらの特許技術がどのように具体的な形になり、私たちの生活をどのよう
に変えていくのか、その動向を注視していく必要があるでしょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


